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ホワイトブライトデンタルオフィス 
TEL022-715-3748 

URL https://www.whitebright-do.com 

 

第 1 条   入会金 3,300 円 

入会金は 3,300 円（消費税込み）になります。 

年会費を継続でお支払いいただいた場合は、入会金は控除されます。 

会員登録が中断した時点で入会金の効力は失効します。その場合は新規で入会金をお支払い

いただきます。 

ただし、年会費期限の 12 月 31 日を過ぎても、翌年 1 月末日までに次年度の年会費 12 か月分

を納入いただければ入会金の効力は継続されます。 

 

弟 2 条  年会費 6,600 円 

1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年間が年次単位となります。 

一年間 12 か月分 6,600 円を一括で支払いただきます。但し途中入会の年会費は入会された翌

月より起算されます。12 月までの月数に 550 円を乗じた金額となります。但し 10 月 1 日以降は次

年度分の年会費分も合算されます。 

★（例１）10 月 1 日の入会の場合 

入会された翌月からの起算となりますので、11 月と 12 月の 2 か月分と翌年度 12 か月分で合計

14 か月分の 7,700 円となります。翌年の末まで会員特典が受けられます。 

★（例２）9 月 15 日の入会の場合 

翌月より 3 か月分（10.11.12 月分 1,650 円）の年会費となります。この場合の有効期限はその年

の 12 月末日までとなります。 

次年度の継続年会費は随時お受けいたします。複数年の一括お支払いも承ります。 

次年度の年会費が翌年 1 月末日までお支払いいただけなかった場合は、会員権を失効します。 

失効した場合に、あらたに入会する場合は再度入会金をお支払いいただきます。 

 

第 3 条  自費診療の割引特典    （保険治療は対象外です） 

・インプラント、矯正、セラミックなど自費治療費（消費税を除く）は全て 2％を T-point カードにて

還元いたします。さらに契約金額が 10 万円以上の場合は 3％、50 万円以上は 5％をポイント還

元します。ただし、経過毎の都度お支払いの場合は完済された段階で合計契約金額が還元割引

となります。 

★（例 1） 

70 万円の矯正の場合、35,000 円相当の T-point が還元されます。 

※WeSmile の矯正本体の治療費と StaerWhite のホワイトニングは対象外となります。 

 

・歯ブラシ、ペースト等のサプライ品も T-point2%還元となります。 

ただし、特売品や限定品等の特別販売品は除きます。 

Periodoc®、Extdoc®、Endoc®などオリジナルプログラムの還元率はスタッフに問い合わせくださ

い。 

 

・アプラスクレジットのダブルでの T-point。 



アプラスを利用される場合は、前記の還元割引に更に契約金額に 2％がポイント付与されます。 

（例２） 

200 万のインプラントをアプラスで契約の場合は 7％（5％+2％）の 140,000 円相当のポイント還元

となります。 

※全て 10 円単位、10 円以下は四捨五入のポイント還元となります。 

※ポイント還元は、消費税を除く自費本体の金額が対象です。 

※T-point の還元 は「WhitePrimeMembersCard 会員」しか利用できません。非会員は T-point 

の還元を受けられません。（アプラスの T-point は除く）利用の際は、会員証の提示をお願いしま

す。ポイント還元は契約時のみです。過去にさかのぼっての還元は出来ません。 

 

第 4 条     メンバーズカードの発行 

メンバーズを証明するカードを発行します。原則としてカードの再発行はしません。カードが必要

な場合は実費をお支払いいただきます。 

 

第 5 条   個人情報 

メールマガジンの配信を LINE で配信します。希望される方にはお得な情報を LINE で配信しま

す。なお個人情報は個人情報保護法に基づき厳重に管理します。 

 

第 6 条   prime
プライム

ファストパスサービス 

優先アポイントサービスです。自費治療に限り、優先予約を取らせていただきます。 

※ただし、急患対応や天候、交通機関の運休等でご希望に添いかねる場合もございます。 

 

第 7条 反社会的勢力の排除 

 暴力団員などの反社会勢力の方、およびその家族や関係者の方は会員にはなれません。

また、会員および入会を申し込まれた方が、反社会的勢力の方、及びその家族や関係者と

判明した場合は、即刻会員権を停止します。 

 

第 8条 中途解約 

年度の途中での脱会については、申し出があれば随時お受けいたします。 

ただし、既にお支払いいただいた入会金、年会費は理由の如何に拘わらず返却は致しませ

ん。 

 

第 9条 協議 

本契約に定めのない事項、本契約中疑義の生じた事項については、両当事者別途協議のう

え、これを決定します。 
この規約は令和 3年 12月 1日より施行 

 

以上を理解し同意の上「WhitePrimeMembersCard 会員」に申し込みます。 

                                      

 令和   年    月     日 

住所 

 

                    連絡先 

氏名 

                                     ㊞ 


